
（県内建設業者）令和５・６年度一般（指名）競争入札参加資格審査申請について 

 

（県内建設業者）令和５・６年度一般（指名）競争入札参加資格審査申請については、「徳島県との共同受付」

を行っております。 

 

徳島県の受付期間は、令和５年１月１１日（水）～１月２６日（木）となっています。県への申請書で参加希

望自治体を「那賀町」と選択された場合は、改めて那賀町へ申請する必要はございません。 

「徳島県との共同受付」 へ申請せず、那賀町の入札に参加を希望する場合は、次のとおり申請してくださ

い。 

 

１．受付期間 ： 令和５年１月１１日（水）から随時（土・日・祝日を除く） 

          受付時間は午前８時３０分から午後５時まで 

持参の場合は、正午から午後１時の間はご遠慮ください。 

 

２．受付場所 ： 〒771-5295 

              徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川 104 番地 1 

              那賀町役場  会計課 検査室（0884-62-1120） 

 

３．提出方法 ： 郵送もしくは持参 

 

４．有効期間 ： 令和５年５月１日から令和７年４月３０日まで （２年間） 

           ※上記期間中に申請された場合は、受付日から令和７年４月３０日まで 

 

５．申請書類 

次のとおり。提出は各１部。（Ａ４サイズのファイルにとじたもの） 

 

No. 提 出 書 類 一 覧 表 

１ 一般競争入札 （指名競争入札） 参加資格審査申請書 【県内工事】 （様式第１号） 

２ 登記事項証明書 （法人）、身分証明書 （個人） （写し可） 

３ 労災保険料納付済証明願 又は 労災保険未加入確認願 （写し可） 

４ 社会保険料納入確認（又は証明）書 （写し可） 

５ 営業所の見取図及び写真 （６枚）  

６ 暴力団排除に関する誓約書 

７ 業者カード 

８ 総合評定値通知書の写し 

９ 委任状（年間委任する場合。様式は任意。） 

１０ 提出書類チェックリスト 

１１ 
返信用封筒 （郵送される業者で受付票が必要な場合、８４円切手を貼付し同封。官製はがきで

も可） 



 

６． 注意事項 

（１）提出書類（№１～１０）を順番にファイル（Ａ４版、金属の付いていないもの）綴じし、背表紙には、表題と

して「令和５・６年度入札参加資格審査申請書」及び「商号又は名称」を記入して提出してください。 

(２)各証明書類は申請書提出時の直前３か月以内の発行のものとします。 

 

７．申請書類の作成方法 

 

(１)一般競争入札（指名競争入札）参加資格審査申請書 〔県内工事〕 （様式第１号） 

    電話番号及びファクシミリ番号は必ず主たる営業所の番号を記載してください。 

 

(２)登記事項証明書（法人）、身分証明書（個人） （写し可） 

    法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は身分証明書を提出してください。 

 

(３)労災保険料納付済証明願又は労働保険（労災保険）未加入確認願 （写し可） 

    元請工事がなく全工事下請工事のため労災保険料の納付が必要ない場合については、徳島労働局発

行の 「労働保険（労災保険）未加入確認願」 （写し可） を提出してください。 

   なお、「労働保険 （労災保険） 未加入確認願」 の発行には、経営事項審査に添付した工事経歴書 

（直前３年分） の写しが必要となります。 

    新型コロナウイルス感染症の影響により労働保険料の徴収猶予を受けている場合は、「納付の猶予（特

例）許可通知書」の写しを添付してください。 

                                                                                                                    
〈問合せ先   徳島労働局労働保険徴収室  （電話 088-652-9143）〉   

 

（４）社会保険料納入確認(又は証明)書  （未納がないことを証明したもの写し可） 
 

ア  社会保険の強制適用事業所（法人及び従業員５人以上の個人事業所） 

       ・社会保険の適用事業所は、年金事務所発行の社会保険料納入確認書等を提出してください。 

       ・社会保険料納入｢確認｣書の場合、証明機関で証明してもらう｢対象期間｣の指定について 

          対象期間の欄が「確認日における全期間」との表記になっている場合は、指定は不要です。 

          対象期間の記載が必要な場合は、年金事務所への申請月の前々月から遡って 24 か月としてく

ださい （令和 4 年 12 月申請であれば、令和 2 年 11 月～令和 4 年 10 月）。 

       ・健康保険の適用除外申請をしている事業所は、これに加えて、所属する国民健康保険組合発行の

健康保険料納入証明書を提出してください。 

        ※健康保険の適用除外申請をしている事業所についても、厚生年金保険について年金事務所発

行の社会保険料納入確認書等を提出してください。 

       ・新型コロナウイルス感染症の影響により社会保険料の徴収猶予を受けている場合は、「納付の猶

予（特例）許可通知書」の写しを添付してください。 

                                                                                                                             
イ  その他の個人事業所（事業主分のみ） 

       ・所属する国民健康保険組合又は市町村発行の国民健康保険料（税）納入証明書を提出してくださ

い。 

       ・事業主が世帯主でない場合は、国保世帯主の納入証明書を提出してください。 



       ・新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の徴収猶予を受けている場合は、確認で

きる書類を添付してください。                                                                                                          

  

(５)営業所の見取図及び写真 （６枚） 

    ア  見取図 

        主たる営業所を赤色で表示した住宅地図を添付してください。 

                                                                                                                             
イ  外観の写真（２枚） 

        営業所の建物全体 （入口） 及び看板・標識が確認できるもの。標識の室内掲示は不可。 

    
ウ  内部の写真（２枚） 

        什器備品（電話・机等）及び帳簿類が確認できるもの 

      

エ  機械器具・保管資材の写真（２枚） 

                                                                                                                             

(６)暴力団排除に関する誓約書 

 

(７)業者カード 

作成にあたっては、業者カード（県内建設業者用）の記入方法、（別表１）地区コード表、（別表２）希望工

事種別表を参照してください。 

 

(８)総合評定値通知書の写し 

直近の審査基準日のものの写しを提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合せ先 

 

那賀町役場会計課検査室 

〒７７１－５２９５ 

徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川１０４－１ 

電話番号０８８４－６２－１１２１（代表） 

０８８４－６２－１１２０（直通） 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

（別表２） 希 望 工 事 種 別 表 

 
１  希望工事種別は工事区分ごとに、土木系工事については３種別、建築系工事については１種別、その他工事につ

いては２種別まで希望できるが、１業者が希望できる工事種別数は最大４までとする。 
２  希望工事種別は対応する右の建設工事の種類のうち、いずれかについて経営事項審査を受けていなければ希望で

きない。 
３  ○印を付した業種は、希望工事の中で 「専門工事」 として発注があった場合のみ受注することのできる業種であ

る。 
 
※ 標識設置工事の取扱いについて 

・  令和３年度から 「交通安全施設工事」 に含まれている 「標識設置工事」 を区分し、新たに単独の希望工事種別
として設定します。 

 
工 事 区 分 コード 希    望   工    事    種    別 左に対応する経審受審業種 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
土木系工事 
の中から３ 

 
 
 
 
 
 
 

０ １ 
 
 

一般土木工事 
 

土木一式工事 
○とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 
○石工事 
○ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事 
○水道施設工事 

０ ２ 
 

交通安全施設工事 土木一式工事 
○とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 

０ ３ 標識設置工事 
 

土木一式工事 
○とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 

０ ４ 法面処理工事 とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 
０ ５ プレストレストコンクリート工事 土木一式工事 

○とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 
０ ６ グラウト工事 土木一式工事 

○とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 
０ ７ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事 
０ ８ ほ装工事 ほ装工事 
０ ９ 鋼構造物工事 

（ 鋼橋上部工事を含む。） 
鋼構造物工事 

○とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 
１ ０ 塗装工事 塗装工事 
１ １ 道路区画線工事 塗装工事 
１ ２ 造園工事 造園工事 
１ ３ さく井工事 さく井工事 

 
 
 
 
 
 
建築系工事 
の中から１ 
 
 
 

２ １ 
 
 
 

建築工事 （解体工事を含む。） 
 
 

建築一式工事 
○大工工事 
○左官工事 
○とび･土工･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 
○石工事 
○屋根工事 
○ﾀｲﾙ･れんが･ﾌﾞﾛｯｸ工事 
○鋼構造物工事 
○鉄筋工事 
○板金工事 
○ガラス工事 
○防水工事 
○内装仕上工事 
○建具工事 
○消防施設工事 
○清掃施設工事 
○解体工事 

 
 
その他工事 
の中から２ 
 
 

３ １ 電気設備工事 電気工事 
３ ２ 暖冷房衛生設備工事 管工事 

○熱絶縁工事 
○水道施設工事 
○消防施設工事 

３ ３ 機械設備工事 機械器具設置工事            
○鋼構造物工事 

３ ４ 通信設備工事 電気通信工事 

 


